
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、筋肉の活動電位（筋電パターン）をインタフェースとする装置における筋電パ
ターン識別方法及び装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図２は、従来技術の筋電パターンから特徴パターンを抽出し、抽出した特徴パターンのパ
ターン識別を行うことによって、制御対象を操作する装置を説明するための図である。図
中、▲１▼は筋電パターン、▲２▼は表面電極群、▲３▼は増幅、平滑化装置、▲４▼は
特徴パターン抽出装置　、▲５▼はパターン識別器、▲６▼は制御対象（例：モータ、ロ
ボット、福祉機器、リハビリテーション機器、筋電義手、ゲームなど）をそれぞれ示して
いる。
【０００３】
図示したように、複数の筋肉の協調活動から発生する活動電位である筋電パターン▲１▼
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筋肉の活動電位である筋電パターンから特徴パターンを抽出し、その特徴パターンのパタ
ーン識別を行うことによって出力制御信号を生成する筋電パターン識別装置において、特
徴パターンの抽出に対数変換装置を用いる筋電パターン識別装置。



は、皮膚表面上の一つ、または複数個の電極群　▲２▼（表面電極群）で測定される。こ
こで測定されるのは、複数の筋肉から発生した活動電位の和である。次に、それらは、増
幅、平滑化装置▲３▼によって増幅、平滑化を施される。特徴パターン抽出装置▲４▼で
は、特徴パターンを抽出する。パターン識別器▲５▼では、特徴パターンの識別を行い、
制御対象▲６▼の制御信号を生成する。このパターン識別器には、ニューラルネットワー
ク等の実数値フィルタや、論理回路などの論理値フィルタが用いられる。
【０００４】
このような従来の装置は、　特徴パターン抽出装置として、ＦＦＴなどの演算や、逆写像
問題を解くために高度演算処理装置　（ハイスペックなＣＰＵやＤＳＰ、あるいは、専用
ＬＳＩ）が必要であるため、小型化、低価格化が妨げられてきたという問題があった。こ
のため、筋電パターンをインタフェースとする装置の普及が妨げられてきた。
【０００５】
また、筋電パターンは、分布が偏っている場合があるため、精度の高い識別が困難な場合
がある。この分布の偏りは、測定した電極と、収縮した筋肉との距離関係が原因と考えら
れる。つまり、電極から遠い筋肉が収縮したときの筋電パターンは、生体内部を伝わると
きに減衰するために値の小さい領域に分布する。これに対して電極近くの筋肉が収縮した
場合は、生体内の伝搬による減衰が小さいため値の大きい領域に分布する。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、本発明は、かかる問題点を解決して、単純な演算処理装置や、表引き装置によっ
て実現して、小型化、低価格化を図ることを目的としている。
また、本発明は、対数変換装置を用いて分布の偏りを小さくすることによって、識別精度
を改善することを目的としている。
これによって、さらに、本発明は、適用可能な応用分野を広げることを可能にし、このた
め、筋電をインタフェースとする装置の普及を促進することを目的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明の筋電パターン識別方法は、筋肉の活動電位である筋電パターンから、対数変換処
理を用いて特徴パターンを抽出し、抽出された特徴パターンの識別を行って出力制御信号
を生成することから成る。
また、本発明の筋電パターン識別装置は、筋肉の活動電位である筋電パターンから、対数
変換装置を用いて特徴パターンを抽出する特徴パターン抽出装置と、抽出された特徴パタ
ーンの識別を行って出力制御信号を生成するパターン識別器とから成る。
【０００８】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の筋電パターンから特徴パターンを抽出して、義手動作用のモータを制御
する装置を説明するための図である。図中、▲１▼は筋電パターン、▲２▼は表面電極群
、▲３▼は増幅、平滑化装置、▲７▼は特徴パターン抽出装置　（対数変換）、▲５▼は
パターン識別器、▲６▼は制御対象をそれぞれ示している。
特徴パターン抽出装置▲７▼を除いて、前述した従来技術と同じである。図示したように
、複数の筋肉の協調活動から発生する活動電位である筋電パターン▲１▼は、皮膚表面上
の一つ、または複数個の電極群　▲２▼（表面電極群）で測定される。ここで測定される
のは、複数の筋肉から発生した活動電位の和である。次に、それらは、増幅、平滑化装置
▲３▼によって増幅、平滑化を施される。
【０００９】
特徴パターン抽出装置▲７▼として、本発明は、対数変換装置を用いる。この対数変換装
置では、筋電パターンの対数変換を行うことによって特徴パターンを抽出する。この対数
変換は、アナログフィルタや、ＣＰＵやマイクロプロセッサ上のソフトウェア、あるいは
、表引きなどによって実現する。パターン識別器▲５▼では特徴パターンの識別を行い、
制御対象▲６▼の制御信号を生成する。このパターン識別器には、ニューラルネットワー
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ク等の実数値フィルタや、論理回路などの論理値フィルタが用いられる。
【００１０】
【実施例】
ここでは、本手法の効果を示すために、筋電義手の動作決定に本手法を用いることによっ
て、識別精度を改善した例を示す。
筋電は数μＶ～数ｍＶ程度の微弱な信号であるため、その測定においては、一般的に、２
個の電極で測定した信号を差動増幅することによって、電源やその他の機器から発生する
ノイズの影響を小さくする必要がある。そこで、ここでは、図３に示す８個（４組）の電
極を前腕周りの４ヶ所に張り付けて筋電を測定する。本装置は、これらの他に、１個のア
ース電極、測定した筋電を差動増幅する増幅器、ノート型パーソナルコンピュータ（ノー
トＰＣ）、ＡＤ変換器からなり、ＡＤ変換器とノートＰＣはＳＣＳＩインタフェースで接
続する。このＡＤ変換器では、４ヶ所で測定した筋電を、それぞれ１０００Ｈｚで離散化
し、１２ビットのデジタル信号に変換してノートＰＣに取り込む。また、この測定におい
ては、商用電源から発生するノイズを取り除くために、商用電源周波数（５０Ｈｚ）を遮
断するアナログフィルタを用いた。
【００１１】
以下の説明では、時刻　ｔ　で測定した信号の組を、数１であらわすことにする。
【数１】
　
　
　
　
ここでは、６つの動作（前腕の回内、回外、手首の屈曲、伸展、手先の開閉）を意図しな
がら筋肉を収縮させたときに、筋電を測定する。つまり、図４（ａ）に示す筋収縮（２秒
間の脱力の後に３秒間筋収縮を維持する）を６つの動作毎に２０回（合計１２０回）繰り
返しているときに筋電を測定する。ただし、前腕切断者の場合は、切断前の動作イメージ
をもとに筋肉を収縮したときの筋電を測定する。
【００１２】
図４（ｂ）に、手首を屈曲した時に前腕の屈筋群上の皮膚表面で測定した筋電の例を示す
。測定した筋電信号は、高周波成分を取り除くために平滑化処理を施す。一般的に、この
平滑化処理にはアナログローパスフィルタを用いることが多いが、本測定では、情報を失
わないためにローパスフィルタをかけずにＰＣに取り込んだので、ＰＣ上で平滑化処理を
施す。具体的には、時刻　ｔ　における平滑整流値を数２に示す計算によって求める。図
４（ｃ）に平滑整流した筋電の例を示す。
【００１３】
【数２】
　
　
　
　
義手の動作決定に用いる筋電の特徴パターンの抽出では、一般的に、（１）筋収縮開始時
に測定した筋電、（２）筋収縮を維持した状態（以下では定常状態と呼ぶ）で測定した筋
電から抽出する方式が用いられる。（１）の場合、筋肉を収縮しはじめてから義手が動き
出すまでの遅れが小さい利点がある。ところが、動作識別率に関しては（１）よりも、（
２）の方式の方が良いことが知られているので、ここでは、定常状態の筋電から特徴パタ
ーンを抽出する。
抽出する特徴パターンとしては、定常状態の筋電の平滑整流値を用いる。この平滑化にお
いても、一般的にはアナログローパスフィルタを用いるが、ここでは、ＰＣ上で数２で求
めた値の１秒間の平均値を計算し、これを特徴パターンとする。
【００１４】
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この特徴パターンの抽出においては、筋電測定時の被験者の疲労を小さくするために、１
回の筋収縮から１０個の平均値を求める。つまり、図５に示すように、１秒毎の平均値を
、動作開始１秒後から１００ミリ秒づつずらして、数３に示す計算によって求める。ここ
で　ｉ　は動作を開始した時間、つまり数４で求めた値が、あらかじめ設定された閾値を
越えた時間とする。
【数３】
　
　
　
　
【数４】
　
　
　
　
　
【００１５】
しかしながら、実際には、筋肉の収縮の仕方によっては数４の値が閾値を越えない場合も
ある。このため、動作毎２０回の筋収縮のすべてから数３を計算できるわけではない。そ
こで、パターン識別器を学習させるために用いるトレーニングパターンとしては、数４の
値が敷居値を越えた筋収縮のうち５回から抽出した数３の値（５　［回の筋収縮］　×　
１０　［パターン］　×　６　［種類の動作］　＝　３００　［パターン］）を用いる。
その他の５回の筋収縮から抽出した数３の値は、パターン識別器を評価するためのテスト
パターンとして用いる。以下の説明では、作成したトレーニングパターンを、数５で表し
、作成したテストパターンを、数６で表す。
【数５】
　
　
　
【数６】
　
　
　
【００１６】
ここでは、筋電パターンの分布の特徴について調べ、つぎに、その特徴を利用して、識別
精度を改善する方式について述べる。筋電パターンの分布の特徴を調べるために、まず、
前述のトレーニングパターンの第一成分をＸ軸の値、第２成分をＹ軸の値として、動作毎
にプロットしたものを図６に示す。この例では、筋電パターンの分布特性として、大きく
分けて２つの特徴がわかる。
【００１７】
まず、第１の特徴は、筋電パターンは一様に分布しているのではなく、偏った分布をして
いることである。つまり、値の小さい領域と、値の大きい領域に分かれて分布しており、
値の小さい領域に偏って分布しているパターン（＋、×、＊）は動作毎のパターン間の距
離が小さく、値の大きい領域に分布している特徴パターン（□、■、○）は分散が大きい
のがわかる。
【００１８】
この分布の偏りの原因は、測定した電極と、収縮した筋肉との距離関係が原因と考えられ
る。つまり、電極から遠い筋肉が収縮したときの筋電パターンは、生体内部を伝わるとき
に減衰するために、値の小さい領域に分布する。これに対して電極近くの筋肉が収縮した
場合は、生体内の伝搬による減衰が小さいため、値の大きい領域に分布する。
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【００１９】
以下では、この特徴を利用し、識別パターンの分布の偏りを小さくすることによって、識
別精度を改善する方式について説明する。そこで、まず、識別パターンの分布を評価する
ために、その評価指標として一般的に用いられる『クラス内分散・クラス間分散比』を求
める。つまり、一般的なパターン識別においては、同じグループ（以下、クラスと呼ぶ）
に属するパターンは接近し、異なるクラスに属するパターンは離れて分布する方が、精度
の高い識別が可能である。このため、クラス内の分布の広がり（クラス内分散：数７）と
クラス間の分布の広がり（クラス間分散：数８）の比を、分布の評価指標として用いるこ
とができる。
【数７】
　
　
　
　
　
【数８】
　
　
　
　
　
【００２０】
具体的に、クラス内分散・クラス間分散比は数９によって定義され、この値が大きいほど
、優れた特徴パターンであると評価することができる。
【数９】
　
　
　
　
　
　
　
　
これらの式により、数５を用いて求めたトレーニングパターンのクラス内分散・クラス間
分散比を求めると、１３人の被験者の平均が　０．４８であった。以下では、次に示す対
数変換を用いて識別パターンの変換を行い、クラス内分散・クラス間分散比を改善するこ
とによって、筋電パターンの高精度な識別を目指す。
【００２１】
ここでは、値の小さい領域において動作毎のパターン間の距離が小さく、値の大きい領域
に分布するパターンの分散が大きい特徴を改善するために、対数変換を行う方式を提案す
る。この方式では、対数の性質により、値の小さい領域の精度を高め、値の大きい領域の
精度を低くする。
このため、例えば図６に示した分布を対数変換すると、図７に示すように、値の大きい領
域に分布しているパターンの分散が小さくなり、値の小さい領域に分布しているパターン
間の距離が大きくなる。
【００２２】
そこで、数１０、数１１に示す計算によって、特徴パターンの対数変換を行うことにする
。ここで、数１０で求めた値のクラス内分散・クラス間分散比を求めると、１３人の被験
者の平均が０．８９であった。つまり、対数変換を行わない場合に対して約１．８５倍に
改善することができたので、より高精度な識別が可能になると期待できる。
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【数１０】
　
　
　
　
　
【数１１】
　
　
　
　
　
【００２３】
以下では、数５、数１０で求めたトレーニングパターン、それぞれを用いてパターン識別
器の訓練を行い、数６、数１１で求めたテストパターンを用いて各識別器の評価を行う。
この評価においては、ニューラルネットワークによるパターン識別器として、ニューラル
ネットワークソフトウェアパッケージとしてフリーで配布されている　ＮｅｖＰｒｏｐ　
（Ｎｅｖａｄａ　ｂａｃｋ　Ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ）　を用いる。ＮｅｖＰｒｏｐは、
非常に簡単に用いることができるパーセプトロンシミュレータである。
ＮｅｖＰｒｏｐの特徴は、トレーニングパターンに対して過剰に適応した結果、テストパ
ターンに対する汎化能力が損なわれてしまう現象（以下では、過学習と呼ぶ）を防ぐため
に、クロスバリデーションと呼ばれる方式を用いている。この方式では、トレーニングパ
ターンを２つに分割し、それらの両方に対して正しく識別できるように学習させることで
、テストパターンに対する汎化能力を損なわないようにする。ＮｅｖＰｒｏｐでは、更に
、トレーニングパターン分割時の偏りの影響を小さくするために、クロスバリデーション
を５回繰り返す。
【００２４】
識別に用いるネットワークの構造は、入力層のノード数を４、中間層のノード数を８、出
力層のノード数を６とした。ここで、各出力ノードは、それぞれ義手の６動作に対応して
おり、閾値（０．５）を越えた場合に、対応する動作が選択されたこととする。
このニューラルネットワークによる識別の結果、対数変換によって、１３人の平均で２．
７％、最大で２３．５％（被験者９）筋電パターンの識別率を改善した。
【００２５】
【発明の効果】
筋電パターンは、収縮した筋肉と電極との距離関係により、値の小さい領域と大きい領域
に偏って分布することがあり、この場合に、識別精度が低下する問題がある。そこで、対
数変換によってパターンの変換を行うことで、値の小さい領域の精度を高め、値の大きい
領域の精度を落とすことによって、分布の偏りを小さくできる。このため、パターン識別
の精度を高めることが可能となり、さらに、適用可能な応用範囲が広がり、筋電をインタ
フェースとする装置の普及を促進することができる。また、この方式は、アナログフィル
タや、ＣＰＵやマイクロプロセッサ上のソフトウェア、あるいは、表引きなどによって実
現できるので、小型化、低価格化が可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】提案技術を説明するための図。
【図２】従来技術を説明するための図。
【図３】筋電測定装置を説明するための図である。
【図４】測定した筋電の例。
【図５】特徴パターンの抽出方法を説明するための図である。
【図６】筋電の特徴パターンの分布図。
【図７】対数変換した筋電の特徴パターンの分布図。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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